『子育て応援プラスワン宣言企業』Ｑ＆Ａ

	Ｑ１　本社が大阪で福井県には支店が２つあります。そのうち１つの支店でも宣言できますか。


Ａ　支店の代表者が宣言していただければ、１つの支店でも対象となります。本社が県外の場合には新たな制度への取組は難しいかもわかりませんが、支店で可能な範囲内で、職員の意識改革などに取り組んでください。

	Ｑ２　この宣言は正社員だけを対象としているのですか。


Ａ　個々の企業・事業所によって様々な事情があると思いますが、正社員に限らず、パートや期間雇用の社員なども重要な労働力提供者です。

　　それぞれの企業・事業所において、誰もが子育てしやすい職場になるよう検討してください。

	Ｑ３　宣言をするためには、子育て応援のための新たな制度をつくる必要があるのですか。


Ａ　新たな制度の整備に限らず、社員の子育てなど家庭生活との両立を応援することであれば何でもかまいません。現状より一歩でも前進させるという姿勢、意欲を大切にしたいと考えています。

	Ｑ４　従業員に育児休業の対象者がいない場合はどうしたらいいのですか。


　

Ａ　育児休業に限らず、所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進など、仕事と家庭が両立できる職場環境についてもご検討ください。

	Ｑ５　宣言企業として登録してどのようなメリットがあるのですか。


　

Ａ　県は、宣言内容等を確認したうえで登録し、県のホームページ等で登録企業を子育てを応援する企業として広く県民に紹介します。県が広報することにより、企業の周知やイメージアップが期待されます。

　　　また、宣言は企業が一体となって取り組む姿勢を外部に示すものであり、社員のモラールの向上による生産性の向上や、出産・育児などを理由に退職する社員の減少による優秀な人材の確保・定着などのメリットがあります。

	Ｑ６　宣言することにより、県はどんな支援をしてくれますか。


　

Ａ　宣言された企業には、先進的な取組を行っている企業の取組内容を情報提供するほか、活用できる国や県の助成制度を紹介します。また、登録期間中の年度末には中間報告をしていただきますが、その時にも取組状況を確認し、必要な助言等をいたします。

	Ｑ７　登録期間の３年が経過した後はどうなりますか。


　Ａ　登録の有効期間は３年です。３年が経過した場合には、取組内容を検討していただき、再度宣言していただくようお願いします。

